
 
社会福祉法人サンホーム 

福祉・介護職員処遇改善加算等の支給に関する規程 
 

 
（目 的） 
第１条 この規程は、厚生労働省が創設した福祉・介護職員処遇改善加算及び

福祉・介護職員処遇改善特定加算（以下「加算制度」という。）の支給方

法について定める。 
 
（支給対象者） 
第２条 生活支援員を始めとする当該加算制度の支給対象職員を対象とする。 
 
（支給額） 
第３条 年度ごとに算出される当該加算制度による加算見込み額の範囲内にお 

いて支給する。 
 
（支給方法） 
第４条 当該加算制度の支給に当たっては、以下の方法で各人に金額を明示し

支給する。ただし、当該支給日に在職しない者には支給しない。 
（１）給与規程における「基本給」について、「キャリアパス等級制度規程」 

に基づく評価による割り増し分として支給する。 
（２）上限額を定めた上で、勤続年数（毎年４月１日を基準）に応じて定 

昇分に上乗せし「処遇改善手当」として支給する。 
（３）給与規程における「夜勤手当」について、月に５回を超えて夜勤を 
   した者に、割り増し分として支給する。 

 
（その他） 
第５条 この規程は、当該加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。 
 
 
附 則 
 この規程は、令和３年４月１日より施行する。 
 


